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平成２５年９月

大竹市議会定例会（第４回）議事日程

平成25年９月５日10時開会

日 程 議案番号 件 名 付 記

第 １ 会期決定について

第 ２ 岩国大竹道路対策特別委員会の中間報告について

第 ３ 安心安全対策特別委員会の中間報告について

○会議に付した事件

○日程第 １ 会期決定について（表決）

○日程第 ２ 岩国大竹道路対策特別委員会の中間報告について（報告）

○日程第 ３ 安心安全対策特別委員会の中間報告について（報告）

○追加日程第 １ 議長の辞職について（表決）

○追加日程第 ２ 選第１号（選挙）

○追加日程第 ３ 議席の一部変更について（表決）

○追加日程第 ４ 副議長の辞職について（表決）

○追加日程第 ５ 選第２号（選挙）

○出席議員（１６人）

１番 西 川 健 三 ２番 大 井 渉

３番 網 谷 芳 孝 ４番 藤 井 馨

５番 乃 美 晴 一 ６番 児 玉 朋 也

７番 北 林 隆 ８番 山 崎 年 一

９番 細 川 雅 子 １０番 日 域 究

１１番 上 野 克 己 １２番 寺 岡 公 章

１３番 原 田 博 １４番 二階堂 博

１５番 田 中 実 穂 １６番 山 本 孝 三

○欠席議員（なし）

○説明のため出席した者

市 長 入 山 欣 郎

副 市 長 大 原 豊

教 育 長 大 石 泰

総 務 部 長 太 田 勲 男

市 民 生 活 部 長 青 森 浩

健 康 福 祉 部 長 兼 正 木 丈 治

福 祉 事 務 所 長

建 設 部 長 長谷川 寿 男

上 下 水 道 局 長 稲 田 正 文

消 防 長 西 岡 靖
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総 務 課 長 併 任 選 挙 米 中 和 成

管 理 委 員 会 事 務 局 長

企 画 財 政 課 長 吉 岡 和 範

産 業 振 興 課 長 併 任 中 川 英 也

農 業 委 員 会 事 務 局 長

自 治 振 興 課 長 吉 田 茂 文

社 会 健 康 課 長 政 岡 修

監 理 課 長 香 川 晶 則

上 下 水 道 局 業 務 課 長 重 本 隆 男

総 務 学 事 課 長 野 崎 光 弘

○出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 福 重 邦 彦

議 事 係 長 三 浦 暁 雄
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会期決定について

平成２５年９月大竹市議会定例会（第４回）の会期を、次のとおり定める。
平成２５年９月５日提出

大竹市議会議長 西 川 健 三
自 平成２５年９月 ５日

２０日間
至 平成２５年９月２４日

会 期 日 程 表

期 日 会 議
付 記

月 日 曜 本会議 委 員 会

９．５ 木 本会議

・開会 ・会期決定
・岩国大竹道路対策特別委員会、

安心安全対策特別委員会中間報告
・議会人事
・散会

６ 金 （予備日）

７ 土

休 会８ 日

９ 月

１０ 火 本会議
・一般質問
・一般議案上程（即決・付託）

・散会

１１ 水 （予備日）

１２ 木

休 会

常任委員会 付託案件審査 10時～

１３ 金 常任委員会 付託案件審査 10時～

１４ 土

１５ 日

１６ 月 （敬老の日）

１７ 火 特別委員会 10時～

１８ 水
議会運営委員会

特別委員会

10時～

１９ 木

２０ 金

２１ 土

２２ 日

２３ 月 （秋分の日）

２４ 火 本会議
･一般議案委員長報告（表決）

･閉会
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１０時００分 開議

○議長（西川健三） おはようございます。

定足数に達しておりますので、これより平成25年第４回大竹市議会定例会を開会し、直

ちに本日の会議を開きます。

～～～～～～～○～～～～～～～

会議録署名議員の指名

○議長（西川健三） この際、本日の会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、15番、田中実穂議員、

16番、山本孝三議員を指名いたします。

本日の議事日程、会期決定について、諸般の報告についてを議席に配付させておきまし

たが、配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（西川健三） 配付漏れなしと認めます。

定例会の招集に当たり、市長から挨拶があります。

市長。

〔市長 入山欣郎 登壇〕

○市長（入山欣郎） 本日ここに、大竹市議会定例会が開会されるに当たりまして、御挨拶

を申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、公私ともに御多忙のところ、御出席を賜りまして、ま

ことにありがとうございます。

さて、このたびの定例会で御提案させていただきます議案について申し上げますと、平

成24年度大竹市水道事業会計決算の認定についてを初め、平成24年度大竹市工業用水道事

業会計決算の認定について、平成24年度大竹市公共下水道事業会計決算の認定について、

公平委員会委員の選任の同意について、教育委員会委員の任命の同意について、条例の制

定または一部改正について、工事請負契約の締結について、財産の取得について、平成25

年度大竹市一般会計などの補正予算など、合わせて13案件でございます。

これらの議案の内容につきましては、後ほど、詳しく御説明させていただきたいと存じ

ます。

議員の皆様方におかれましては、何とぞ慎重に御審議の上、議決を賜りますよう、お願

い申し上げます。

以上、定例会の開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

○議長（西川健三） これより直ちに日程に入ります。

～～～～～～～○～～～～～～～

日程第１ 会期決定について

○議長（西川健三） 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りします。

今期定例会の会期は、本日から９月24日までの20日間といたしたいと思います。
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これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（西川健三） 御異議なしと認めます。

よって、会期は20日間と決定しました。

～～～～～～～○～～～～～～～

日程第２ 岩国大竹道路対策特別委員会の中間報告について

○議長（西川健三） 日程第２、岩国大竹道路対策特別委員会の中間報告についてを議題と

します。

本件に関し、委員長の報告を求めます。

岩国大竹道路対策特別委員長、山本孝三議員。

〔岩国大竹道路対策特別委員長 山本孝三議員 登壇〕

○岩国大竹道路対策特別委員長（山本孝三） ただいま議長のほうから御指名がありました

岩国大竹道路対策特別委員会の中間報告を申し上げます。

本特別委員会は、国道２号の岩国大竹間の慢性的な渋滞解消のため、バイパス機能を持

った道路の整備を目標とする岩国大竹道路を建設することとし、平成15年９月に設置され

ました。その後、委員の改選を経て引き続き設置され、平成23年９月に、不肖、私、山本

が委員長に、北林議員が副委員長に御選任いただきました後、今まで８回の会議を重ねて

まいりました。

今定例会で委員の改選が予定されていることから、これまでの審査の経過と現在の状況

について御報告申し上げます。

岩国大竹道路は、平成17年から用地買収に着手し、本委員会が引き継いだ当時、平成23

年８月末で面積による進捗率が39.6％、契約金額では66.2％の進捗率でございました。

買収予定地は、御園二丁目からＪＲガ－ド付近を通り、国道２号線周辺に至る区域と元

町地区にございましたが、御園地区の一部、元町地区においては、境界立会や地図訂正に

予想以上に時間を要し、用地買収におくれが生じているところでございます。

また、立退者への代替地の状況については、上下水道局前44区画、ゆめタウン南側１区

画の合計45区画のうち、引き渡し済みの区画が27区画あり、残り18区画が空き区画となっ

ております。残りの区画につきましても、引き続き早期の分譲を進めていくさらなる努力

が求められますが、一方で、晴海第一公園の商業者用代替地につきましても、商業者の方

の代替地から一般分譲へ切りかえたこともあり、10区画中９区画が売却され、ことし秋ご

ろには、一般分譲した２区画に複数の診療科を持つ診療所が予定されており、そのうち一

つは内科系との報告をいただいているところでございます。

現時点では、国においても完成時の想定ができないなど、当初の建設予定よりかなりお

くれが生じております。

平成25年５月末現在の進捗状況は、大竹市土地開発公社の買収分及び国の直接買収分を

合わせて、面積で49.7％、金額で77.3％であり、今後の財源見通しも定かでないなど、不

透明な部分や事業の長期化によるさまざまな問題も生じることも予想されますが、いずれ

にしても一刻も早い完成が待たれるところでございます。
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審査の状況は以上となりますが、本事業は大竹市の発展に欠かせないとの位置づけで、

不安を抱えていると思われる多くの地権者や立退者の立場を尊重しながらも進めてまいり

ました。この２年間、私ども８名の委員に賜りました、市当局を初めとする関係各位の御

協力に対しまして、心より感謝申し上げ御報告といたします。

よろしくお願いします。

○議長（西川健三） 本件は、報告事項でありますから、以上をもって終結いたします。

～～～～～～～○～～～～～～～

日程第３ 安心安全対策特別委員会の中間報告について

○議長（西川健三） 日程第３、安心安全対策特別委員会の中間報告についてを議題としま

す。

本件に関し、委員長の報告を求めます。

安心安全対策特別委員長、日域 究議員。

〔安心安全対策特別委員長 日域 究議員 登壇〕

○安心安全対策特別委員長（日域 究） それでは、安心安全対策特別委員会の中間報告を

させていただきます。

本委員会は、平成23年９月14日に議会の議決を得て設置された特別委員会で、与えられ

たその目的は、駐留軍等再編計画に伴う安心安全対策に関する事項及び自然災害等に伴う

安心安全対策に関する事項の審査でございます。

本特別委員会は、８名の議員で構成され、不肖、私、日域が委員長に、細川議員が副委

員長に選任され、これまで16回の会議を開催してまいりました。

この機会をおかりしまして、今定例会までの本特別委員会における協議の過程を御報告

申し上げます。

駐留軍等再編計画に伴う安心安全対策に関する事項については、その都度報告を受け、

対応してまいりました。自然災害等に伴う安心安全対策に関する事項については、東日本

大震災や、過去に例を見ないような集中豪雨などが頻発する日本列島を俯瞰し、市民の不

安は増大している中、市民の安心安全の確保のため、２年間、調査研究してまいりました。

まず、委員会運営の経緯についてでございます。

大づかみな意義については、誰にでもよく理解できます。しかし、具体的な部分に踏み

込むと、知識も、権限も十分ではなく迷走いたしました。

そんな中で、委員各位からそれぞれ提出された、広い分野にわたる調査研究課題につい

て協議した結果、自然災害に関するものの中でも、まず、風水害における避難について考

えていくことで方向が決まりました。

避難する際に、情報伝達がスムーズにできれば、避難も無事にできるのではないかとい

うことで、警報、避難勧告や避難指示が市長から出された場合に、どのような情報伝達を

すれば避難ができるのかについて協議しました。

その後、その情報伝達が災害時に実際に使えるよう、防災訓練（案）を作成してみるこ

とにしたのですが、作成する際に、委員会を元町グループ・栗谷グループの二グループに

分け、それぞれ現地に出向き、何度か聞き取り調査をしたことは、委員会初の試みでござ
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います。

地域に入り、思いを直接聞くことによって、その地域の現実、また、持っている課題が

よく理解できました。共通課題として、弥栄ダム決壊に対する市民の不安、高齢化の問題、

防災意識の啓発の必要性、自主防災会の育成、防災無線の問題などが見えてきました。

避難については、おのおのが同じではなく、言うはやすく行うは大変困難です。災害、

地域、世帯によって避難方法は変わってきます。それが確認できたことは成果だと思いま

す。

課題の中でも、弥栄ダム決壊に対する不安は、下流に住む方たちにとっての共通のもの

として捉え、委員会としてダムの役割などについて知っておくべきだと考えました。そこ

で、委員会で弥栄ダム管理所に赴き、直接所長からお話を伺い、知識を深めました。

昨年度には、市の土砂・浸水避難地図（ハザードマップ）、それの作成事業において、

マップ作成の際、それまで協議、学習してきた経験を生かして、避難所の見直し、避難所

への資材や食糧の備蓄について、住民への周知の方法、ハザードマップの活用方法、ハザ

ードマップへの記載内容などについて、多く意見を述べさせていただいておりますので、

内容の充実に多少なりの貢献ができたものと考えております。

最後に、私ども８名の委員に賜りました、市長を初めとする執行部、関係者の方々の御

協力に深く感謝申し上げます。皆様の御協力なくしては、委員会の議論は進まなかったも

のと思っております。

以上、感謝とお礼を申し上げ、皆様への御報告といたします。ありがとうございました。

これが報告なんですけども、申しわけないです、最後に一言、私の個人的感想を述べさ

せてください。

きのうも名古屋のほうで大雨が降ってましたよね。一言で言うならば、昨今の豪雨や竜

巻などに見られる大きな気象の変化にどう対応するか。その象徴的なものが特別警報です。

その運用開始は、先週の８月30日から。それぐらいに、この世界は激変しています。

「命を守る行動をしてください」そう言われたときに、自主防災組織はどう対応するの

か。今までに決めたマニュアルは、多分役に立たないと思います。そういう意味でも、固

定観念に捉われず、勇気を持って判断していくこと、それが何よりも求められる状況にな

ったのだと思います。その気づきのみが、２年間の確かな成果なのかなという気がいたし

ます。私から自信を持って言えることはそれだけなんですけども、それだけでもよかった

のかなという気がいたします。２年間、どうも本当にありがとうございました。

これで報告を終わります。

○議長（西川健三） 本件は、報告事項でありますから、以上をもって終結いたします。

議事の都合により、暫時休憩します。

～～～～～～～○～～～～～～～

１０時１６分 休憩

１６時４９分 再開

～～～～～～～○～～～～～～～

○議長（西川健三） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。

議事の都合により、暫時休憩いたします。

～～～～～～～○～～～～～～～

１６時４９分 休憩

１７時５３分 再開

～～～～～～～○～～～～～～～

○副議長（二階堂 博） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

ただいまの休憩中、議長の辞職についてを議席に配付させておきましたが、配付漏れは

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（二階堂 博） 配付漏れなしと認めます。

お諮りします。

西川健三議長から、辞職願が提出されました。

この際、議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（二階堂 博） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

～～～～～～～○～～～～～～～

追加日程第１ 議長の辞職について

○副議長（二階堂 博） 追加日程第１、議長の辞職についてを議題といたします。

なお、本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、西川議長には退席を願

っていますので、御了解願います。

事務局長に、辞職願を朗読させます。

○議会事務局長（福重邦彦） 辞職願。

私儀、このたび都合により大竹市議会議長の職を辞職いたしたいので、御許可くださる

ようお願いします。

平成25年９月５日

大竹市議会副議長 二階堂 博様

大竹市議会議長 西川健三

以上でございます。

○副議長（二階堂 博） お諮りします。

西川健三議長の辞職を許可することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（二階堂 博） 御異議なしと認めます。

よって、西川健三議長の辞職を許可することに決定いたしました。

西川前議長から、議長辞職に当たり、御挨拶があります。

〔前議長 西川健三議員 登壇〕
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○前議長（西川健三） 今回の９月定例会におきまして、６年間、皆さん方に大変お世話に

なりました。大竹市議会、市民のための議会を、皆さん方のお世話をすることを認めてい

ただきまして、務めさせていただきまして、大変どうもありがとうございました。

これからは一議員として、また大竹市政のために全力で尽くしてまいりたいというふう

に思っております。６年間、皆さん方の御協力に心から感謝を申し上げまして、辞任の挨

拶にかえさせていただきます。

本当にありがとうございました。

○副議長（二階堂 博） 議事の都合により、暫時休憩いたします。

～～～～～～～○～～～～～～～

１７時５６分 休憩

１８時２５分 再開

～～～～～～～○～～～～～～～

○副議長（二階堂 博） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

ただいまの休憩中、選第１号大竹市議会議長の選挙についてを議席に配付させておきま

したが、配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（二階堂 博） 配付漏れなしと認めます。

お諮りします。

この際、選第１号大竹市議会議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いた

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（二階堂 博） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

～～～～～～～○～～～～～～～

追加日程第２ 選第１号 大竹市議会議長の選挙について

○副議長（二階堂 博） 追加日程第２、選第１号大竹市議会議長の選挙を行います。

選挙は、単記無記名による投票で行います。

議場の閉鎖を命じます。

〔議 場 閉 鎖〕

○副議長（二階堂 博） ただいまの出席議員数は16名であります。

次に、立会人を指名します。

会議規則第31条第２項の規定によって、立会人に３番、網谷議員、７番、北林議員を指

名します。

投票用紙を配付させます。

〔投票用紙配付〕

○副議長（二階堂 博） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○副議長（二階堂 博） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

○副議長（二階堂 博） 異常なしと認めます。

投票に先立ち、念のため、事務局長に投票の手続についてを説明させます。

○議会事務局長（福重邦彦） 御説明申し上げます。

投票は、単記無記名でございます。

議席におかれまして、御記入の上、議席番号順に御投票いただくことになっております。

以上でございます。

○副議長（二階堂 博） それでは、議席番号順に、順次投票をお願いいたします。

〔投 票〕

○副議長（二階堂 博） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（二階堂 博） 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔議 場 開 鎖〕

○副議長（二階堂 博） 開票を行います。

３番、網谷議員、７番、北林議員、開票の立ち会いをお願いいたします。

〔開 票〕

○副議長（二階堂 博） それでは、選挙の結果を御報告いたします。

投票総数16票。これは、先ほどの出席議員に符合いたしております。

そのうち、有効投票16票、無効投票０票。

有効投票中、寺岡議員11票、日域議員５票、以上のとおりでございます。

この選挙の法定得票数は４票でございます。

よって、寺岡議員が議長に当選されました。

ただいま議長に当選されました寺岡議員が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項により告知いたします。

議長に当選されました寺岡議員から、就任の御挨拶があります。

〔議長 寺岡公章議員 登壇〕

○議長（寺岡公章） 寺岡でございます。先ほどの議長選挙におきまして、不肖、私、寺岡

が当選人として皆様方に認めていただきましたことは、大変光栄なことでございます。ま

た、同時に、重い責任を感じて、ひしひしと打ちひしがれております。

私は、経験豊かな前議長、そのとおりの職責を全うできるかどうかわかりませんけれど

も、とにかく皆様方からお知恵とお力をおかりしながら、一生懸命、大竹市、大竹市政、

大竹市議会のために頑張っていきたいというふうに思います。組織として、議会とは何で

あるか。これを忘れずに、臨んでまいりたいというふうに思います。

また、一方で、市長を初めとした執行部の皆様方に、いろいろな提案、また指摘などさ
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せていただくこともあろうかと思います。同時に、協力しなければならないことも大変多

く残っております。皆様方と力を合わせて、また、先輩議員、同僚議員からお知恵、お力

をおかりしながら、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○副議長（二階堂 博） 議長が決定いたしましたので、交代いたします。

新議長、議長席にお願いいたします。

○議長（寺岡公章） 引き続き、議長におきまして議事運営を行います。よろしくお願いい

たします。

議事の都合により、暫時休憩いたします。

～～～～～～～○～～～～～～～

１８時３６分 休憩

１９時２０分 再開

～～～～～～～○～～～～～～～

○議長（寺岡公章） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

ただいまの休憩中、議席の一部変更について、副議長の辞職について及び議長の当選決

定書を議席に配付させておきましたが、配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 配付漏れなしと認めます。

お諮りします。

この際、議席の一部変更についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

～～～～～～～○～～～～～～～

追加日程第３ 議席の一部変更について

○議長（寺岡公章） 追加日程第３、議席の一部変更についてを議題といたします。

議席１番、西川健三議員を15番に、議席13番、原田 博議員を12番に、議席14番、二階

堂 博議員を13番に、議席15番、田中実穂議員を14番に、議席12番、私、寺岡を１番に、

それぞれ変更したいと思います。

お諮りいたします。

ただいま申し上げたとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

それでは、次の休憩後は、ただいま決定されました議席に御着席願います。

お諮りします。

二階堂 博副議長から、副議長の辞職願が提出されました。

この際、副議長の辞職についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。
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これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定されました。

～～～～～～～○～～～～～～～

追加日程第４ 副議長の辞職について

○議長（寺岡公章） 追加日程第４、副議長の辞職についてを議題といたします。

なお、本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、二階堂副議長には退席

を願っておりますので、御了解願います。

事務局長に、辞職願を朗読させます。

○議会事務局長（福重邦彦） 辞職願。

私儀、このたび都合により大竹市議会副議長の職を辞職いたしたいので、御許可くださ

るようお願いします。

平成25年９月５日

大竹市議会議長 寺岡公章様

大竹市議会副議長 二階堂 博

以上でございます。

○議長（寺岡公章） お諮りします。

二階堂副議長の辞職を許可することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、二階堂副議長の辞職を許可することに決定しました。

二階堂前副議長から、副議長辞職に当たり、御挨拶があります。

〔前副議長 二階堂 博議員 登壇〕

○前副議長（二階堂 博） ２年間、副議長席をしっかりと守ったつもりでございます。

２年間、本当にありがとうございました。

○議長（寺岡公章） 議事の都合により、暫時休憩いたします。

～～～～～～～○～～～～～～～

１９時２４分 休憩

１９時５０分 再開

～～～～～～～○～～～～～～～

○議長（寺岡公章） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

ただいまの休憩中、選第２号大竹市議会副議長の選挙についてを議席に配付させておき

ましたが、配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 配付漏れなしと認めます。

お諮りします。

この際、選第２号大竹市議会副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行い



（25．９．５)

－19－

＋

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

～～～～～～～○～～～～～～～

追加日程第５ 選第２号 大竹市議会副議長の選挙について

○議長（寺岡公章） 追加日程第５、選第２号大竹市議会副議長の選挙を行います。

選挙は、単記無記名による投票で行います。

議場の閉鎖を命じます。

〔議 場 閉 鎖〕

○議長（寺岡公章） ただいまの出席議員数は16名であります。

次に、立会人を指名します。

会議規則第31条第２項の規定によって、立会人に３番、網谷議員、７番、北林議員を指

名します。

投票用紙を配付させます。

〔投票用紙配付〕

○議長（寺岡公章） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

○議長（寺岡公章） 異常なしと認めます。

投票に先立ち、念のため、事務局長に投票の手続について説明させます。

○議会事務局長（福重邦彦） 御説明申し上げます。

投票は、単記無記名でございます。

議席におかれまして、御記入の上、議席番号順に御投票いただくことになっております。

以上でございます。

○議長（寺岡公章） それでは、議席番号順に、順次投票をお願いいたします。

〔投 票〕

○議長（寺岡公章） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔議 場 開 鎖〕

○議長（寺岡公章） 開票を行います。

３番、網谷議員、７番、北林議員、開票の立ち会いをお願いします。
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〔開 票〕

○議長（寺岡公章） それでは、選挙の結果を御報告いたします。

投票総数16票。これは、先ほどの出席議員に符合しております。

そのうち、有効投票16票、無効投票０票。

有効投票中、上野議員11票、山崎議員５票、以上のとおりでございます。

この選挙の法定得票数は４票でございます。

よって、上野議員が副議長に当選されました。

ただいま副議長に当選されました上野議員が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項により告知いたします。

副議長に当選されました上野議員から、就任の御挨拶があります。

〔副議長 上野克己議員 登壇〕

○副議長（上野克己） ただいまの選挙におきまして、不肖、上野克己が副議長という大役

を仰せつかることになりました。皆様の御協力に感謝を申し上げます。

今から議長をしっかり補佐しながら、私の全身全霊を傾注し、議会運営に取り組んでま

いりたいと思います。皆様、どうかよろしくお願いをいたします。

また、この場をおかりして大変失礼ですが、執行部の方々にも叱咤激励のほう、よろし

くお願いをいたします。

ありがとうございました。

○議長（寺岡公章） お諮りいたします。

本日は、この程度でとどめ、９月６日に本会議を開催いたしたいと思います。

これに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定しました。

お諮りします。

本日、議決された各案件につきまして、その条項、字句、数字、その他の整理を要する

ものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（寺岡公章） 御異議なしと認めます。

よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。

あす９月６日は、午前10時に開会いたします。

ただいま御出席の各位には、別に書面による御通知はいたしません。お含みの上、御参

集をお願いいたします。

本日は、これにて散会いたします。

１９時５９分 散会
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上記、会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成25年９月５日

大竹市議会議長 西 川 健 三

大竹市議会副議長 二階堂 博

大竹市議会新議長 寺 岡 公 章

大竹市議会議員 田 中 実 穂

大竹市議会議員 山 本 孝 三


